
 

群馬県立自然史博物館附帯ホールの管理における指定管理者制度活用の実施方針 

令和元年６月 

 

１ 基本的事項 

(1) 施設の概要 

所在地 群馬県富岡市上黒岩１６７４番地１ 

設置年月日 平成８年１０月 

敷地面積 
１８,０４０㎡ 

（富岡市から借地、自然史博物館敷地全体の面積） 

主な施設・建物 

 

ＲＣ造地下１階地上２階建、平成８年完成、 

２,８０６.２０㎡（共通部分を除くホール面積） 

 

 (2) 施設の設置目的 

      県民の文化活動を援助し、もって教育及び文化の発展に寄与するための拠点とし

て設置している。 

 

 (3) 指定管理者制度活用の目的 

   甘楽・富岡・安中地域で唯一の１,０００席を超えるホールとして幅広く文化振

興に取り組んでおり、年間５万人を超える利用があり、広域的な文化振興の拠点と

して高いニーズがある。 

   管理運営については、平成１８年度から指定管理者制度の導入に伴い、国若し

くは地方公共団体又は教育目的等の利用の場合には使用料を減免し、近隣市町村

の利用も含めて広域的な芸術文化振興に寄与している。 

公立の文化ホールとして、安定的な運営に努めており、利用率向上のため、独

自の自主事業にも取り組むほか、限られた経費の中で、ホール設置目的に即し、

安定した管理運営を行っており、サービス向上にも努力が認められる。 

以上のとおり、運営改善への取組が進められていることから、引き続き指定管理者 

制度で運営することとし、管理運営経費の縮減を図りながら、施設の効用を最大限発 

揮し、県民サービスを向上させることが可能と考えられる。 

 

 (4) 指定の期間（予定）   

５年間（令和２年４月～令和７年３月） 

 

 (5) 利用料金制採用の有無   

利用料金制を一部採用する。 

理由：施設管理費用に対し利用料金収入の不足が見込まれることから、(6)に定

める額を上限（予定）として施設管理費用の一部を指定管理者に支払う。 



 (6) 指定管理者に支払う施設管理費用の上限額（予定） 

５年間の総額 １０６，２９５千円 令和２年度２１，２５９千円 

                 令和３年度２１，２５９千円 

令和４年度２１，２５９千円 

令和５年度２１，２５９千円 

                 令和６年度２１，２５９千円 

  

(7) 施設の管理運営方針 

ア 設置目的を達成するために施設の効率的かつ効果的な管理を行い、利用者の利

便性の向上や管理経費の節減を図る。 

イ 公の施設であることを常に念頭に置いて、公平な管理運営を行い、県民の芸術文

化活動の発表や芸術鑑賞の場として、快適かつ安全な利用状況を確保する。 

ウ 利用者の意見を管理運営に反映させ、利便性の向上や事業内容の充実などの県

民サービスの向上を図る。 

エ 県民に施設の存在や役割について広く知ってもらうため、既存の利用者のみな

らず新たな利用者の獲得を目指す。 

 

(8) 指定管理者が行う業務の範囲（業務内容、要求水準、成果目標等） 

ア 業務内容 

  群馬県立自然史博物館の設置及び管理に関する条例第１０条の４に規定する

次の業務 

(ｱ) 有料施設の利用の承認等に関する業務 

   (ｲ)有料施設の利用の承認の取消し等に関する業務 

   (ｳ)ホールの休館日の変更等に関する業務 

   (ｴ)ホールの開館時間の変更に関する業務 

   (ｵ)有料施設の利用料の収受等に関する業務 

   (ｶ)ホール及び設備の維持管理に関する業務 

   (ｷ)上記のほか､ホールの管理に関する事務のうち､知事が別に必要と認める業務 

     ホールの利用促進に関する業務 

     情報公開、個人情報保護に関する業務 

     広報業務 

      その他 

イ 要求水準 

募集要項において、個々の事業区分ごとに具体的な要求基準を定める。 

ウ 成果目標 

・施設利用者数：５万人／年 

    ・顧客満足度調査による利用者の意見：「やや良い」以上が７０％以上 

    ・稼働率：４０％以上（ホールの利用日数÷ホールの利用可能日数） 

 



２ 募集及び候補者選定等に関する事項 

 (1) 募集の方法  

公募とする。（応募できる者は、県内に主たる事業所を有する者とする。） 

 

(2) 審査の方法及び選定基準等 

ア 審査の方法 

候補者選定における透明性・公正性を高めるため、県職員以外の民間委員で構成

する選定委員会を設置し、応募者から提出された事業計画書等について、募集要項

において定める選定基準に基づいて総合的な審査を行う。 

イ 選定委員会の構成 

芸術文化分野に関する有識者、財務会計及び労務管理等に関する有識者、施設利

用代表者から８名程度を選任する予定である。 

ウ 選定基準 

   (ｱ) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定し

て行う能力を有すること。 

   (ｲ)  事業計画の内容が、県民の平等な利用を確保できるものであること。 

   (ｳ)  事業計画の内容が、当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できる

ものであること。 

   (ｴ)  事業計画の内容が、施設の管理運営に係る経費の縮減を図るものであること。 

    (ｵ)  事業計画の内容が、利用者要望への対応、地域貢献、防災対策・緊急時の対

応等、その他必要と認める基準を満たすものであること。 

※ 選定基準ごとの詳細な審査項目、審査内容及び配点については、選定委員会

で決定し、募集要綱において定める。 

エ 審査経過の公開 

応募者及び提出された事業計画の概要、選定委員会の審査概要及び審査結果は、

応募者の利益及び選定の公正性を損なわない範囲で、逐次公開する。 

 

３ 今後の日程（予定）に関する事項 

実施方針の県議会への報告 令和元年 ６月 

選定委員会の設置  ６月 

募集期間  ７月～８月 

応募状況の県議会への報告  ９月 

審査の実施  ９月～１１月 

候補者の選定（候補者としての適否の判定）  １１月 

指定及び債務負担行為に係る議案上程（審査経

過の県議会への報告） 

 １１月 

指定、協定の締結、引継 令和２年 １月～３月 

指定管理期間開始  ４月 



４ （参考）現在の管理状況 

 (1) 施設の管理者 

富岡市 

 

 (2) 施設管理経費の実績（指定管理業務相当部分） 

平成２９年度（２０１７年度）実績  

収入 ４６,０３７千円   支出 ４６,０３７千円 

 

 (3) 施設利用の実績  

   平成２９年度（２０１７年度）実績   

施設利用者数 ５３,６６２人、稼働率 ４７．６％ 

 


